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序 

本ガイドラインは平成 24 年度厚生労働科学研究補助金（厚生労働科学特別研究事業）「医療

機関外死亡における死後画像診断の実施に関する研究」(兵頭班)が日本医学放射線学会・日本法

医学会・Ai 学会と協力して作成に取り掛かり、平成 25 年度からは厚生労働科学研究補助金（地

域医療基盤推進研究事業）「医療機関外死亡における死後画像診断の実施に関する研究」(兵頭班)

としてさらに研究を進めているものです。死後画像診断に携わる医師・関係者にとってこの診断

ガイドラインが今後一定の指針になるとともに死因究明制度のガイドとなるように現在編集・作

成委員の先生方と推敲・校正を進めているところです。一方で、既に国内では死後画像が撮像さ

れ死後画像読影に携わる先生が様々な事例について読影に難渋していることを伺い、未完成なが

らこの死後画像読影ガイドライン 0 版が考察の一助になるものと考え提示することといたしま

した。 

死後画像は国内では先駆者の提言をもとに死亡時画像診断（オートプシーイメージング: Ai）

と称されることがあります。本ガイドラインでは主に医療機関外で亡くなったご遺体を対象とし

て作成にあたったため、院内死亡とは異なりある程度死後経過時間が過ぎたご遺体が主な対象と

なっているため死後画像として語句を統一して提示する予定です。尚、0 版では担当委員の意見

を尊重する形でそのまま掲載しておりますことをご報告させていただきます。また、病院や療養

所等医療機関内死亡に関しては今回の読影ガイドラインの対象外であり、本ガイドラインを用い

ると誤った判定に陥る可能性もあり、今後の検証が必要と考えております。使用に際しましては

読影者の責任の範疇でご活用くださいますようお願いいたします。 

今後、第一版草案が出来上がってまいりましたらパブリックコメントの聴取を行い広く意見聴

取を行う予定でおります。よろしく御高配賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、日常診療・実務・研究・教育にお忙しい中、本ガイドライン作成のための膨大な作業

に取り組んでいただきました作成委員の皆様に心より感謝申し上げます。 
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